
奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
三
号

奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
一
条

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
百
八
十
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
八

削
除

十
八

別
表
第
一
の
百
九
十
一
の
二
の
二
の
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
販
売
従
事
登
録
手
数
料
」
を
「
医
薬

品
販
売
従
事
登
録
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
の
百
九
十
一
の
二
の
三
の
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
販
売

従
事
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料
」
を
「
医
薬
品
販
売
従
事
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、

「
第
百
五
十
九
条
の
十
一
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
（
平
成
十
六
年
農

林
水
産
省
令
第
百
七
号
）
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
表
の
百
九
十
一
の
二
の
四
の

項
中
「
一
般
用
医
薬
品
販
売
従
事
登
録
証
再
交
付
手
数
料
」
を
「
医
薬
品
販
売
従
事
登
録
証
再
交
付

手
数
料
」
に
改
め
、
「
第
百
五
十
九
条
の
十
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規

則
第
百
十
五
条
の
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
表
の
百
九
十
二
の
項
及
び
百
九
十
三
の
項
中
「
、
医

薬
品
の
販
売
先
等
変
更
許
可
証
」
及
び
「
、
医
薬
品
の
販
売
若
し
く
は
授
与
の
相
手
方
の
変
更
の
許

可
証
」
を
削
り
、
同
表
の
二
百
三
十
七
の
項
中
「
一
万
三
千
五
百
円
」
を
「
一
万
四
千
九
百
円
」
に
、

「
五
千
円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
、
「
八
千
円
」
を
「
八
千
八
百
円
」
に
、
「
一
万
千
九
百
円
」

を
「
一
万
三
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
百
五
の
項
及
び
三
百
六
の
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」

を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
の
三
百
七
の
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十

「

豚
コ
レ
ラ
・

「

毒
混
合
予
防

豚
コ
レ
ラ
・
豚
丹

二
百
八
十
円

注
射
実
施

一
条
第
一
項
」
に
、

を



毒
混
合
予
防
注
射

の
と
き
。

日
本
脳
炎
・

」

ル
ボ
混
合
予

射

豚
丹

二
百
八
十
円

注
射
実
施

注
射

の
と
き
。

「

牛
呼
吸
器
病
五
種

千
八
百
円

注
射
実
施

に
、

豚
パ

千
二
百
円

注
射
実
施

混
合
予
防
注
射

の
と
き
。

防
注

の
と
き
。

」

「

牛
呼
吸
器
病
五
種

千
八
百
円

注
射
実
施

混
合
予
防
注
射

の
と
き
。

を

に
改
め
、
同
表
の
三
百
八
の
項
中
「

牛
異
常
産
三
種
混

千
六
百
円

注
射
実
施

」

合
予
防
注
射

の
と
き
。

」

第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
七
百
二
十
円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
、
同

表
の
三
百
九
の
項
中
「
四
千
円
」
を
「
三
千
九
百
円
」
に
、
「
五
千
三
百
円
」
を
「
五
千
二
百
円
」

に
改
め
、
同
表
の
三
百
十
の
項
中
「
千
百
円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
百
十
一
の
項
中
「

二
千
九
百
円
」
を
「
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
百
十
二
の
項
中
「
千
九
百
円
」
を
「
千
八

百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
百
四
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百

長
期
優
良
住

長
期
優
良
住
宅

規
則
で
定
め
る
と

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

四
十

宅
建
築
等
計

の
普
及
の
促
進

こ
ろ
に
よ
り
算
定

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

六
の

画
認
定
申
請

に
関
す
る
法
律

し
た
建
築
物
の
床

そ
れ
ぞ
れ
次

二

手
数
料

（
平
成
二
十
年

面
積
（
以
下
こ
の

に
定
め
る
額

法
律
第
八
十
七

項
に
お
い
て
「
床

ア

一
戸
建



号
）
第
五
条
第

面
積
」
と
い
う
。

て
の
住
宅

一
項
か
ら
第
三

）
が
百
平
方
メ
ー

の
場
合

項
ま
で
の
規
定

ト
ル
以
内
の
も
の

五
万
五
千

に
基
づ
く
長
期

円
（
住
宅

優
良
住
宅
建
築

の
品
質
確

等
計
画
の
認
定

保
の
促
進

の
申
請
に
対
す

等
に
関
す

る
審
査
（
三
百

る
法
律
（

四
十
六
の
三
の

平
成
十
一

項
に
係
る
も
の

年
法
律
第

を
除
く
。
）

八
十
一
号

）
第
五
条

第
一
項
に

規
定
す
る

登
録
住
宅

性
能
評
価

機
関
の
う

ち
知
事
が

定
め
る
も

の
に
よ
り
、

長
期
優
良

住
宅
の
普

及
の
促
進

に
関
す
る

法
律
第
六

条
第
一
項

各
号
（
第

三
号
及
び

第
六
号
を

除
く
。
）



に
掲
げ
る

基
準
に
適

合
す
る
と

認
め
ら
れ

た
計
画
（

以
下
こ
の

項
及
び
三

百
四
十
六

の
四
の
項

に
お
い
て

「
長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

」
と
い
う
。

）
で
あ
る

場
合
に
あ

っ
て
は
、

一
万
円
）

イ

共
同
住

宅
等
の
場

合

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額

床
面
積
が
百
平
方

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

メ
ー
ト
ル
を
超
え

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。



二
百
平
方
メ
ー
ト

そ
れ
ぞ
れ
次

ル
以
内
の
も
の

に
定
め
る
額

ア

一
戸
建

て
の
住
宅

の
場
合

七
万
千
円

（
長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合
に
あ
っ

て
は
、
一

万
二
千
円

）
イ

共
同
住

宅
等
の
場

合

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額

床
面
積
が
二
百
平

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

え
五
百
平
方
メ
ー

そ
れ
ぞ
れ
次

ト
ル
以
内
の
も
の

に
定
め
る
額

ア

一
戸
建

て
の
住
宅



の
場
合

十
一
万
九

千
円
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

一
万
七
千

円
）

イ

共
同
住

宅
等
の
場

合

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額

床
面
積
が
五
百
平

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

え
千
平
方
メ
ー
ト

そ
れ
ぞ
れ
次

ル
以
内
の
も
の

に
定
め
る
額

ア

一
戸
建

て
の
住
宅

の
場
合

十
八
万
五

千
円
（
長

期
使
用
構



造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

二
万
六
千

円
）

イ

共
同
住

宅
等
の
場

合

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額

床
面
積
が
千
平
方

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

メ
ー
ト
ル
を
超
え

区
分
に
応
じ
、
の
と
き
。

三
千
平
方
メ
ー
ト

そ
れ
ぞ
れ
次

ル
以
内
の
も
の
（

に
定
め
る
額

一
戸
建
て
の
住
宅

ア

一
戸
建

に
あ
っ
て
は
、
千

て
の
住
宅

平
方
メ
ー
ト
ル
を

の
場
合

超
え
る
も
の
）

三
十
五
万

九
千
円
（

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

に
あ
っ
て



は
、
三
万

六
千
円
）

イ

共
同
住

宅
等
の
場

合

ア
に

掲
げ
る
額

を
申
請
に

係
る
住
戸

数
で
除
し

て
得
た
金

額

床
面
積
が
三
千
平

六
十
三
万
六

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超

千
円
（
長
期

の
と
き
。

え
五
千
平
方
メ
ー

使
用
構
造
等

ト
ル
以
内
の
も
の

適
合
計
画
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

六
万
四
千
円

）
を
申
請
に

係
る
住
戸
数

で
除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が
五
千
平

百
八
万
八
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超

円
（
長
期
使

の
と
き
。

え
一
万
平
方
メ
ー

用
構
造
等
適

ト
ル
以
内
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十



万
七
千
円
）

を
申
請
に
係

る
住
戸
数
で

除
し
て
得
た

金
額

床
面
積
が
一
万
平

二
百
万
六
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超

円
（
長
期
使

の
と
き
。

え
二
万
平
方
メ
ー

用
構
造
等
適

ト
ル
以
内
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

七
万
四
千
円

）
を
申
請
に

係
る
住
戸
数

で
除
し
て
得

た
金
額

床
面
積
が
二
万
平

二
百
八
十
六

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超

万
二
千
円
（

の
と
き
。

え
三
万
平
方
メ
ー

長
期
使
用
構

ト
ル
以
内
の
も
の

造
等
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
一

万
三
千
円
）

を
申
請
に
係

る
住
戸
数
で

除
し
て
得
た

金
額



床
面
積
が
三
万
平

三
百
五
十
万

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超

五
千
円
（
長

の
と
き
。

え
る
も
の

期
使
用
構
造

等
適
合
計
画

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

二
十
二
万
七

千
円
）
を
申

請
に
係
る
住

戸
数
で
除
し

て
得
た
金
額

三
百

建
築
基
準
関

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

四
十

係
規
定
適
合

す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三

額
を
合
算
し

の
と
き
。

六
の

審
査
の
申
出

項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
優
良

た
額
（
共
同

三

を
併
せ
て
行

住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
で

住
宅
等
の
場

う
長
期
優
良

あ
っ
て
、
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規

合
に
あ
っ
て

住
宅
建
築
等

定
に
基
づ
く
当
該
長
期
優
良
住
宅
建

は
、
ア
に
掲

計
画
認
定
申

築
等
計
画
に
係
る
建
築
基
準
法
（
昭

げ
る
額
と
イ

請
手
数
料

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第

及
び
ウ
に
掲

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準

げ
る
額
を
合

関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の

算
し
た
額
を

審
査
の
申
出
を
併
せ
て
行
う
も
の
に

申
請
に
係
る

対
す
る
審
査

住
戸
数
で
除

し
て
得
た
金

額
と
を
合
算

し
た
額
）

ア

三
百
四

十
六
の
二



の
項
に
掲

げ
る
手
数

料
額

イ

三
百
五

十
七
の
項

に
掲
げ
る

手
数
料
額

ウ

三
百
五

十
七
の
項

の
ア
に
規

定
す
る
三

百
五
十
七

の
二
の
項

に
掲
げ
る

手
数
料
額

の
消
費
税

法
（
昭
和

六
十
三
年

法
律
第
百

八
号
）
の

規
定
に
基

づ
く
消
費

税
及
び
地

方
税
法
（

昭
和
二
十

五
年
法
律

第
二
百
二

十
六
号
）

の
規
定
に

基
づ
く
地



方
消
費
税

に
相
当
す

る
額

三
百

長
期
優
良
住

長
期
優
良
住
宅

規
則
で
定
め
る
と

八
千
円
（
ア

変
更
認
定

四
十

宅
建
築
等
計

の
普
及
の
促
進

こ
ろ
に
よ
り
算
定

及
び
イ
の
い

申
請
の
と

六
の

画
変
更
認
定

に
関
す
る
法
律

し
た
変
更
に
係
る

ず
れ
に
も
該

き
。

四

申
請
手
数
料

第
八
条
第
二
項

建
築
物
の
床
面
積

当
す
る
場
合

に
お
い
て
準
用

（
以
下
こ
の
項
に

に
あ
っ
て
は
、

す
る
同
法
第
五

お
い
て
「
床
面
積

四
千
円
）
と

条
第
一
項
か
ら

」
と
い
う
。
）
が

次
に
掲
げ
る

第
三
項
ま
で
の

百
平
方
メ
ー
ト
ル

額
を
合
算
し

規
定
に
基
づ
く

以
内
の
も
の

た
額
（
共
同

長
期
優
良
住
宅

住
宅
等
の
場

建
築
等
計
画
の

合
に
あ
っ
て

変
更
の
認
定
の

は
、
合
算
し

申
請
に
対
す
る

た
額
を
申
請

審
査
（
三
百
四

に
係
る
住
戸

十
六
の
五
の
項

数
で
除
し
て

に
係
る
も
の
を

得
た
金
額
）

除
く
。
）

ア

長
期
優

良
住
宅
の

普
及
の
促

進
に
関
す

る
法
律
第

六
条
第
一

項
第
一
号

に
係
る
変

更
（
以
下

「
第
一
号



変
更
」
と

い
う
。
）

の
場
合
（

長
期
使
用

構
造
等
適

合
計
画
で

あ
る
場
合

を
除
く
。

）

三
万

九
千
円

イ

長
期
優

良
住
宅
の

普
及
の
促

進
に
関
す

る
法
律
第

六
条
第
一

項
第
二
号
、

第
四
号
又

は
第
五
号

に
係
る
変

更
（
以
下

「
第
二
号

等
変
更
」

と
い
う
。

）
の
場
合

（
長
期
使

用
構
造
等

適
合
計
画

で
あ
る
場

合
を
除
く
。



）

一
万

円
ウ

長
期
優

良
住
宅
の

普
及
の
促

進
に
関
す

る
法
律
第

六
条
第
一

項
第
三
号

に
係
る
変

更
（
以
下

「
第
三
号

変
更
」
と

い
う
。
）

の
場
合

二
千
円

床
面
積
が
百
平
方

一
万
円
（
ア

変
更
認
定

メ
ー
ト
ル
を
超
え

及
び
イ
の
い

申
請
の
と

二
百
平
方
メ
ー
ト

ず
れ
に
も
該

き
。

ル
以
内
の
も
の

当
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

六
千
円
）
と

次
に
掲
げ
る

額
を
合
算
し

た
額
（
共
同

住
宅
等
の
場

合
に
あ
っ
て

は
、
合
算
し

た
額
を
申
請



に
係
る
住
戸

数
で
除
し
て

得
た
金
額
）

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

五
万
二
千

円
イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

一
万
千

円
ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が
二
百
平

一
万
四
千
円

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
を
超

（
ア
及
び
イ

申
請
の
と



え
五
百
平
方
メ
ー

の
い
ず
れ
に

き
。

ト
ル
以
内
の
も
の

も
該
当
す
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
一
万

円
）
と
次
に

掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額

（
共
同
住
宅

等
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、

合
算
し
た
額

を
申
請
に
係

る
住
戸
数
で

除
し
て
得
た

金
額
）

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

九
万
二
千

円
イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合



計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

一
万
四

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が
五
百
平

二
万
四
千
円

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
を
超

（
ア
及
び
イ

申
請
の
と

え
千
平
方
メ
ー
ト

の
い
ず
れ
に

き
。

ル
以
内
の
も
の

も
該
当
す
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

円
）
と
次
に

掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額

（
共
同
住
宅

等
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、

合
算
し
た
額

を
申
請
に
係

る
住
戸
数
で

除
し
て
得
た

金
額
）

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期



使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

十
四
万
三

千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

二
万
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が
千
平
方

三
万
四
千
円

変
更
認
定

メ
ー
ト
ル
を
超
え

（
ア
及
び
イ

申
請
の
と

三
千
平
方
メ
ー
ト

の
い
ず
れ
に

き
。

ル
以
内
の
も
の
（

も
該
当
す
る

一
戸
建
て
の
住
宅

場
合
に
あ
っ

の
場
合
に
あ
っ
て

て
は
、
三
万

は
、
千
平
方
メ
ー

円
）
と
次
に

ト
ル
を
超
え
る
も

掲
げ
る
額
を

の
）

合
算
し
た
額



（
共
同
住
宅

等
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、

合
算
し
た
額

を
申
請
に
係

る
住
戸
数
で

除
し
て
得
た

金
額
）

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

二
十
九
万

千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

三
万
五

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場



合

二
千

円

床
面
積
が
三
千
平

六
万
二
千
円

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
を
超

（
ア
及
び
イ

申
請
の
と

え
五
千
平
方
メ
ー

の
い
ず
れ
に

き
。

ト
ル
以
内
の
も
の

も
該
当
す
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
五
万

八
千
円
）
と

次
に
掲
げ
る

額
を
合
算
し

た
額
を
申
請

に
係
る
住
戸

数
で
除
し
て

得
た
金
額

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

五
十
三
万

円
イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構



造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

四
万
六

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が
五
千
平

十
万
五
千
円

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
を
超

（
ア
及
び
イ

申
請
の
と

え
一
万
平
方
メ
ー

の
い
ず
れ
に

き
。

ト
ル
以
内
の
も
の

も
該
当
す
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
万

千
円
）
と
次

に
掲
げ
る
額

を
合
算
し
た

額
を
申
請
に

係
る
住
戸
数

で
除
し
て
得

た
金
額

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る



場
合
を
除

く
。
）

九
十
二
万

八
千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

五
万
六

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が
一
万
平

十
七
万
二
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
を
超

円
（
ア
及
び

申
請
の
と

え
二
万
平
方
メ
ー

イ
の
い
ず
れ

き
。

ト
ル
以
内
の
も
の

に
も
該
当
す

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
八
千
円

）
と
次
に
掲

げ
る
額
を
合

算
し
た
額
を

申
請
に
係
る



住
戸
数
で
除

し
て
得
た
金

額ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

百
七
十
三

万
七
千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

九
万
八

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が
二
万
平

二
十
一
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
を
超

円
（
ア
及
び

申
請
の
と



え
三
万
平
方
メ
ー

イ
の
い
ず
れ

き
。

ト
ル
以
内
の
も
の

に
も
該
当
す

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）
と
次
に
掲

げ
る
額
を
合

算
し
た
額
を

申
請
に
係
る

住
戸
数
で
除

し
て
得
た
金

額ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）

二
百
五
十

二
万
四
千

円
イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を



除
く
。
）

十
二
万

九
千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

床
面
積
が
三
万
平

二
十
二
万
五

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
を
超

千
円
（
ア
及

申
請
の
と

え
る
も
の

び
イ
の
い
ず

き
。

れ
に
も
該
当

す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

二
十
二
万
千

円
）
と
次
に

掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額

を
申
請
に
係

る
住
戸
数
で

除
し
て
得
た

金
額

ア

第
一
号

変
更
の
場

合
（
長
期

使
用
構
造

等
適
合
計

画
で
あ
る

場
合
を
除

く
。
）



三
百
十
二

万
千
円

イ

第
二
号

等
変
更
の

場
合
（
長

期
使
用
構

造
等
適
合

計
画
で
あ

る
場
合
を

除
く
。
）

十
六
万

千
円

ウ

第
三
号

変
更
の
場

合

二
千

円

三
百

建
築
基
準
関

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

四
十

係
規
定
適
合

す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て

額
を
合
算
し

申
請
の
と

六
の

審
査
の
申
出

準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
一
項
か
ら

た
額
（
共
同

き
。

五

を
併
せ
て
行

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
長
期

住
宅
等
の
場

う
長
期
優
良

優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認

合
に
あ
っ
て

住
宅
建
築
等

定
の
申
請
で
あ
っ
て
、
同
法
第
八
条

は
、
ア
に
掲

計
画
変
更
認

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

げ
る
額
と
イ

定
申
請
手
数

六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
当
該

及
び
ウ
に
掲

料

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
係
る

げ
る
額
を
合

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定

算
し
た
額
を

す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す

申
請
に
係
る

る
か
ど
う
か
の
審
査
の
申
出
を
併
せ

住
戸
数
で
除

て
行
う
も
の
に
対
す
る
審
査

し
て
得
た
金



額
と
を
合
算

し
た
額
）

ア

三
百
四

十
六
の
四

の
項
に
掲

げ
る
手
数

料
額

イ

三
百
五

十
七
の
項

に
掲
げ
る

手
数
料
額

ウ

三
百
五

十
七
の
項

の
ア
に
規

定
す
る
三

百
五
十
七

の
二
の
項

に
掲
げ
る

手
数
料
額

の
消
費
税

法
の
規
定

に
基
づ
く

消
費
税
及

び
地
方
税

法
の
規
定

に
基
づ
く

地
方
消
費

税
に
相
当

す
る
額



三
百

譲
受
人
を
決

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

六
千
円

変
更
認
定

四
十

定
し
た
場
合

す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

申
請
の
と

六
の

に
お
け
る
認

基
づ
く
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

き
。

六

定
を
受
け
た

の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審

長
期
優
良
住

査

宅
建
築
等
計

画
変
更
認
定

申
請
手
数
料

三
百

長
期
優
良
住

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

六
千
円

承
認
申
請

四
十

宅
建
築
等
計

す
る
法
律
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
く

の
と
き
。

六
の

画
の
認
定
を

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定

七

受
け
た
地
位

を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申

の
承
継
の
承

請
に
対
す
る
審
査

認
申
請
手
数

料

別
表
第
一
の
三
百
五
十
七
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
」
を
削
り
、
同
表
の

備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

三
百
四
十
六
の
二
の
項
か
ら
三
百
四
十
六
の
五
の
項
ま
で
に
規
定
す
る
住
戸
数
で
除
し

て
得
た
金
額
に
五
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上

千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
る
。
た
だ
し
、
当
該
住
戸

数
で
除
し
て
得
た
金
額
が
千
円
未
満
の
場
合
は
、
千
円
と
す
る
。

別
表
第
二
の
四
の
項
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
一

万
円
」
を
「
九
千
円
」
に
、
「
九
千
五
百
円
」
を
「
八
千
五
百
円
」
に
、
「
九
千
四
百
円
」
を
「
八

千
四
百
円
」
に
、
「
八
千
九
百
円
」
を
「
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
項
中
「
八
千
五
百

円
」
を
「
七
千
六
百
円
」
に
、
「
八
千
円
」
を
「
七
千
百
円
」
に
、
「
六
千
七
百
円
」
を
「
六
千
円

」
に
、
「
六
千
二
百
円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
項
中
「
二
万
三
千
円
」
を
「

二
万
七
百
円
」
に
、
「
二
万
二
千
五
百
円
」
を
「
二
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
六
の
項
中

「
三
万
四
千
円
」
を
「
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
七
の
項
中
「
一
万
千
円
」
を
「
九
千



円
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
項
中
「
一
万
五
千
七
百
円
」
を
「
一
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表

の
九
の
項
中
「
一
万
五
千
百
円
」
を
「
一
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
奈
良
県
条
例
第

第
二
条

三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

二

年
金
の
受
給
又

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

は
生
命
保
険
の
保

険
金
の
支
払
の
請

求
に
必
要
な
診
断

別
表
文
書
手
数
料
の
項
中

を

書
三

前
二
号
以
外
の

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

文
書

以
内
で
知
事
が
定
め
る
額

」

二

年
金
の
受
給
に

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

必
要
な
診
断
書

三

生
命
保
険
等
の

一
通
に
つ
き

四
、
九
〇
〇
円

保
険
金
の
支
払
の

に
改
め
る
。

請
求
に
必
要
な
診

断
書

四

前
三
号
以
外
の

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

文
書

以
内
で
知
事
が
定
め
る
額

」

（
奈
良
県
病
院
事
業
の
用
に
供
す
る
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
病
院
事
業
の
用
に
供
す
る
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
三
月

第
三
条



奈
良
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

二

年
金
の

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

受
給
又
は

生
命
保
険

の
保
険
金

の
支
払
の

請
求
に
必

別
表
文
書
手
数
料
の
項
中

要
な
診
断

書
三

前
二
号

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円
以
内
で
知
事

以
外
の
文

が
定
め
る
額

書

」

「

二

年
金
の

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

受
給
に
必

要
な
診
断

書
三

生
命
保

一
通
に
つ
き

四
、
九
〇
〇
円

険
等
の
保

を

険
金
の
支

に
改
め
る
。

払
の
請
求

に
必
要
な

診
断
書

四

前
三
号

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円
以
内
で
知
事

以
外
の
文

が
定
め
る
額



書

」

（
奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
奈
良
県
条
例
第
七
号
）
の
一

第
四
条

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

二

年
金
の
受

二

年
金
の
受
給
又

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

必
要
な
診
断

は
生
命
保
険
の
保

険
金
の
支
払
の
請

三

生
命
保
険

求
に
必
要
な
診
断

保
険
金
の
支

別
表
中

を

書

請
求
に
必
要

断
書

三

前
二
号
以
外
の

一
通
に
つ
き

一
、
三
〇
〇
円

文
書

四

前
三
号
以

」

文
書

給
に

一
通
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

書等
の

一
通
に
つ
き

四
、
九
〇
〇
円

払
の

に
改
め
る
。

な
診

外
の

一
通
に
つ
き

一
、
三
〇
〇
円

」

（
奈
良
県
保
健
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）



奈
良
県
保
健
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
四
月
奈
良
県
条
例
第
十
五

第
五
条

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
１
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
６
中
「
三
千
八

百
円
」
を
「
七
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
７
中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
四
千
八
百
円
」
に
、

「
四
千
五
百
円
」
を
「
九
千
円
」
に
改
め
る
。

（
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

興
行
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
六
条

改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
七
千
七
百
円
」
を
「
八
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
五
号

第
七
条

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
２
中
「
三
千
九
百
円
」
を
「
五
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
２
中
「
二
千
九

百
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
４
中
「
三
千
三
百
円
」
を
「
四
千
三
百
円
」
に

改
め
、
同
表
の
二
の
５
中
「
三
千
百
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に
、
「
五
千
円
」
を
「
六
千
円
」
に
、

「
三
千
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
６
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
、

「
千
二
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７
の

中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
八
百
円

（一）

」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７
の

中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
三
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

（三）

７
の

中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７
の

中
「
千
五
百
円
」

（四）

（五）

を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７
の

中
「
千
五
百
円
」
を
「
二
千
円
」
に
改
め
、
同
表

（六）

の
二
の
９
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
三
千
二
百
円
」
に
、
「
二
千
七
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に

改
め
、
同
表
の
二
の

中
「
二
千
八
百
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

中
「
千

10

11

二
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
、
「
千
八
百
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
、
「
四
千
四
百
円
」
を
「

五
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

の

中
「
千
六
百
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
、
「
三
千

12

（一）

百
円
」
を
「
四
千
三
百
円
」
に
、
「
二
千
六
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
、
「
三
千
九
百
円
」
を

「
四
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

の

及
び

中
「
三
千
百
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に

12

（二）

（三）

改
め
、
同
表
の
二
の

の

中
「
二
千
百
円
」
を
「
三
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

の

12

（四）

12

（五）

中
「
三
千
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

の

中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
二

12

（六）

千
八
百
円
」
に
、
「
二
千
七
百
円
」
を
「
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

中

及
び

を

12

（七）

（八）

削
り
、
同
表
の
二
の

の

の

中
「
千
九
百
円
」
を
「
二
千
九
百
円
」
に
、
「
二
千
五
百
円
」
を

12

（九）

（２）



「
二
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

の

の

中
「
二
千
九
百
円
」
を
「
三
千
九
百
円
」
に

12

（九）

（３）

改
め
、
同
表
の
二
の

の

の

中
「
二
千
九
百
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

12

（九）

（４）

中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
の
二
の

中
「
三
千
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、

12

（九）

（七）

（十）

（八）

14

同
表
の
二
の

中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
三
千
六
百
円
」
に
、
「
四
千
七
百
円
」
を
「
六
千
七
百
円

15

」
に
、
「
一
件
に
つ
き

二
千
七
百
円
」
を
「
一
件
に
つ
き

三
千
五
百
円
」

に
、
「
一
項
目
に
つ
き
二
千
七
百
円
」
を
「
一
項
目
に
つ
き
三
千
六
百
円
」
に
、
「
五
千
円
」
を
「

七
千
円
」
に
、
「
二
千
九
百
円
」
を
「
四
千
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）

第
八
条

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
１
中
「
千
九
百
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
、
「
三
千
七
百
円
」
を
「
三
千
九
百
円

」
に
、
「
二
千
五
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
２
中
「
四
千
八
百
円
」
を
「

七
千
二
百
円
」
に
、
「
八
千
百
円
」
を
「
一
万
二
千
二
百
円
」
に
、
「
五
千
四
百
円
」
を
「
八
千
百

円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
３
中
「
十
三
万
三
千
円
」
を
「
十
八
万
六
千
円
」
に
、
「
九
万
六
千
八

百
円
」
を
「
十
三
万
三
千
円
」
に
、
「
七
万
四
百
円
」
を
「
十
万
五
千
円
」
に
、
「
二
万
五
千
二
百

円
」
を
「
三
万
七
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
４
中
「
一
万
八
千
七
百
円
」
を
「
二
万
四
千

三
百
円
」
に
、
「
五
千
六
百
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
５
中
「
二
万
六
千
四

百
円
」
を
「
三
万
九
千
六
百
円
」
に
、
「
八
千
三
百
円
」
を
「
一
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表

の
一
の
６
中
「
四
千
九
百
円
」
を
「
七
千
四
百
円
」
に
、
「
五
千
七
百
円
」
を
「
八
千
六
百
円
」
に

改
め
、
同
表
の
一
の
７
中
「
八
千
八
百
円
」
を
「
一
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
一
万
三
千
三
百
円
」

を
「
二
万
円
」
に
、
「
八
千
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、
「
三
万
千
百
円
」
を
「
四
万
二
千
四
百

円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
８
中
「
一
万
九
百
円
」
を
「
一
万
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二

の
１
中
「
四
千
九
百
円
」
を
「
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
２
中
「
八
千
八
百
円
」
を
「

一
万
三
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
３
中
「
六
千
百
円
」
を
「
九
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同

表
の
二
の
４
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
５
及
び
６
中
「
五
千

五
百
円
」
を
「
八
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７
中
「
六
千
百
円
」
を
「
九
千
二
百
円
」
に

改
め
、
同
表
の
二
の
８
中
「
六
千
百
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
中
「
千
二
百
円

」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
畜
産
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
奈
良
県
家
畜
保
健
衛
生
所
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
畜
産
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
奈
良
県
家
畜
保
健
衛
生
所
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
六
年

第
九
条



八
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
家
畜
受
精
卵
移
植
」
の
下
に
「
、
家
畜
受
精
卵
採
取
」
を
加
え
、
「
及
び
家
畜
家
き

ん
の
病
性
鑑
定
」
を
「
、
家
畜
家
き
ん
の
病
性
鑑
定
、
家
畜
の
注
射
及
び
文
書
の
交
付
」
に
、
「
又

は
鑑
定
料
」
を
「
、
鑑
定
料
、
注
射
料
又
は
文
書
料
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
及
び
家
畜
受
精
卵
移
植
」
を
「
、
家
畜
受
精
卵
移
植
及
び
家
畜
受
精
卵
採
取
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

家
畜
受
精
卵
採
取

二
万
六
千
円

第
五
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

病
原
体
の
遺
伝
子
検
出
検
査

一
件
に
つ
き

一
、
四
〇
〇
円

第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
又
は
鑑
定
料
」
を
「
、
鑑
定
料
、
注
射
料
又
は
文
書
料
」
に

改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
又
は
鑑
定
料
」
を
「
、
鑑
定
料
、
注
射
料
又
は
文
書
料
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
又
は
鑑
定
料
」
を
「
、
鑑
定
料
、
注
射
料
又
は
文
書
料
」
に
、
「
又
は
病
性
鑑
定
」
を

「
、
病
性
鑑
定
、
注
射
又
は
文
書
の
交
付
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
鑑
定
料
」
を
「
、
鑑

定
料
、
注
射
料
又
は
文
書
料
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え

る
。（

注
射
料
の
額
）

家
畜
の
牛
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
予
防
注
射
の
注
射
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
千
円
と
す
る
。

第
六
条

（
文
書
料
の
額
）

証
明
書
、
診
断
書
、
処
方
せ
ん
等
の
文
書
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
千
円
と
す
る
。

第
七
条

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

第
十
条

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
九
〇
円
」
を
「
一
三
八
円
」
に
、
「
六
七
円
」
を
「
二
七
九
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
教
育
委
員
会
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一

第
十
一
条

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
項
中
「
第
五
条
第
一
項
及
び
」
の
下
に
「
第
二
項
並
び
に
」
を
、
「
第
十
六
条
の
二



第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
表
の
二
の
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条

第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
項
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
表

中
九
の
項
を
十
六
の
項
と
し
、
五
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
を
七
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
の
四
の
項

中
「
書
換
え
手
数
料
」
を
「
書
換
手
数
料
」
に
、
「
免
許
状
の
書
換
え
」
を
「
免
許
状
の
書
換
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
の
十
一
の
項
と
し
、
同
表
の
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

免
許
状
の
有

教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
の
二
第
一

三
千
三
百
円

申
請
の
と

効
期
間
の
更

項
の
規
定
に
基
づ
く
有
効
期
間
の
更

き
。

新
手
数
料

新

五

免
許
状
の
有

教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
の
二
第
五

二
千
円

申
請
の
と

効
期
間
の
延

項
の
規
定
に
基
づ
く
有
効
期
間
の
延

き
。

長
手
数
料

長

六

更
新
講
習
修

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員

三
千
三
百
円

申
請
の
と

了
確
認
手
数

特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

き
。

料

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以

下
「
教
育
職
員
免
許
法
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
更
新
講
習
修
了
確
認

七

修
了
確
認
期

教
育
職
員
免
許
法
改
正
法
附
則
第
二

三
千
三
百
円

申
請
の
と

限
を
経
過
し

条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く

き
。

た
者
に
対
す

修
了
確
認
期
限
を
経
過
し
た
者
に
対

る
確
認
手
数

す
る
確
認

料

八

修
了
確
認
期

教
育
職
員
免
許
法
改
正
法
附
則
第
二

二
千
円

申
請
の
と

限
の
延
期
手

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
修
了
確

き
。

数
料

認
期
限
の
延
期



九

免
許
状
更
新

教
育
職
員
免
許
法
改
正
法
附
則
第
二

三
千
三
百
円

申
請
の
と

講
習
を
受
け

条
第
五
項
括
弧
書
の
規
定
に
基
づ
く

き
。

る
必
要
が
な

免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が

い
者
で
あ
る

な
い
者
で
あ
る
こ
と
の
認
定

こ
と
の
認
定

手
数
料

十

免
許
状
の
授

教
育
職
員
免
許
法
第
四
条
第
一
項
に

五
百
円

願
い
出
の

与
証
明
手
数

規
定
す
る
免
許
状
を
授
与
さ
れ
た
者

と
き
。

料

で
あ
る
こ
と
の
証
明

（
奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次

第
十
二
条

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
表
十
四
の
項
中
「
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
」
を
削
り
、
同
項
を

同
表
十
五
の
項
と
し
、
同
表
中
十
三
の
項
を
十
四
の
項
と
し
、
十
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
十
一

の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
十
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
一

認
知
機
能
検

認
知
機
能
検
査
（
法
第
八
十
九
条
第

三
千
八
百
五

受
講
の
と

査
員
講
習
手

一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
試
験
の

十
円
（
運
転

き
。

数
料

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
法

免
許
に
係
る

第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運

講
習
に
関
す

転
免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す

る
規
則
（
平

る
者
に
対
し
て
行
う
介
護
保
険
法
（

成
六
年
国
家

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

公
安
委
員
会

八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
記
憶
機

規
則
第
四
号

能
及
び
そ
の
他
の
認
知
機
能
に
関
す

）
第
六
条
第

る
検
査
を
い
う
。
）
の
実
施
に
必
要

二
項
第
四
号

な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
講
習

に
掲
げ
る
者



（
法
第
百
八

条
の
二
第
一

項
第
十
二
号

に
掲
げ
る
講

習
に
係
る
講

習
以
外
の
も

の
を
終
了
し

た
者
を
除
く
。

）
に
対
す
る

講
習
に
あ
っ

て
は
、
二
千

百
円
）

第
十
二
条
の
表
一
の
項
中
「
一
万
六
千
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」
に
改
め
る
。

奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条

第
九
条
の
表
十
一
の
項
中
「
認
知
機
能
検
査
（
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
試

験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
の
更
新
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
行
う
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
十

六
項
に
規
定
す
る
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他
の
認
知
機
能
に
関
す
る
検
査
を
い
う
。
）
の
実
施
に
必
要

な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
講
習
」
を
「
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
認
知

機
能
検
査
（
以
下
「
認
知
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
中
「
二
千
七
百
五

十
円
」
を
「
二
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
中
「
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
千
四
百
円

」
を
「
千
五
百
円
」
に
、
「
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
二
千
五
十
円
」
を
「
五
千
八
百
円
（
当
該
講
習

が
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
千
三
百
五
十
円
）

」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

認
知
機
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

認
知
機
能
検
査
手
数
料

第
十
条
第
二
項
の
表
十
五
の
項
を
同
表
十
六
の
項
と
し
、
同
表
十
四
の
項
中
「
講
習
一
時
間
に
つ

い
て
二
千
五
十
円
」
を
「
五
千
八
百
円
（
当
該
講
習
が
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
又
は



第
百
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
五
千
三
百
五
十
円
）
」
に
、
「
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
千
五
百
円
」
を
「
二
千
三
百

五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
五
の
項
と
し
、
同
表
中
十
三
の
項
を
十
四
の
項
と
し
、
八
の
項

か
ら
十
二
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

認
知
機
能
検

六
百
五
十
円

受
検
申
請

査
手
数
料

の
と
き
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
の
三
百
九
の
項
か
ら
三
百
十
二

の
項
ま
で
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日

二

第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
の
百
八
十
八
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
部
分
並
び
に
同
表
の
百
九
十
二
の
項
及
び
百
九
十
三
の
項
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
第
十
三
条
の
規
定

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

三

第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
の
三
百
四
十
六
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
部
分
、
同
表
の
三
百
五
十
七
の
項
を
改
め
る
部
分
及
び
同
表
の
備
考
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
二
十
一
年
六
月
四
日

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
に
関
す
る
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
報
告

に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
調
査
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
奈
良
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
に
規
定
す
る
文
書
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
文
書
手
数
料
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
奈
良
県
病
院
事
業
の
用
に
供
す
る
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措



置
）

４

第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
病
院
事
業
の
用
に
供
す

る
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
に
規
定
す
る
文
書
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
文
書

手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

５

第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
条
例
に
規
定
す
る
文
書
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
文
書
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
奈
良
県
保
健
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

６

第
五
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
保
健
環
境
研
究
セ
ン
タ

ー
手
数
料
条
例
に
規
定
す
る
検
査
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者
の
当
該
検
査
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

７

第
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
興
行
場
法
施
行
条
例
に
規
定
す

る
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
奈
良
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

８

第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
手

数
料
条
例
に
規
定
す
る
試
験
等
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者
の
当
該
試
験
等
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

９

第
八
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
手

数
料
条
例
に
規
定
す
る
試
験
等
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者
の
当
該
試
験
等
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
第

10
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
許
可
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可

に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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